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   食品製造業
   等取締条例
   を改正

弁
当
等
の
行
商
が
許
可
制
に

「
弁
当
等
人
力
販
売
業
」の
許
可
が
必
要
で
す

　

人
力
に
よ
り
移
行
し
な
が
ら
「
弁
当

類
及
び
そ
う
菜
類
を
販
売
す
る
行
商
」

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
食
品
製
造

業
等
取
締
条
例
に
基
づ
き
、
保
健
所
に

「
行
商
届
」
を
提
出
す
る
こ
と
で
営
業

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
衛
生
管

理
を
確
実
に
向
上
さ
せ
る
た
め
、
平
成

二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
に
同
条
例
を

改
正
し
、
保
冷
容
器
及
び
温
度
計
等
の

設
備
や
食
品
衛
生
責
任
者
の
設
置
等
を

義
務
付
け
る
「
弁
当
等
人
力
販
売
業
」

の
規
定
の
整
備
を
行
い
ま
し
た
。（
表

１
参
照
）

　

こ
の
た
め
、
弁
当
類
及
び
そ
う
菜
類

を
販
売
す
る
「
行
商
」
は
、
平
成
二
十

七
年
十
月
一
日
か
ら
「
弁
当
等
人
力
販

売
業
」
の
営
業
許
可
を
取
得
す
る
こ
と

が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

※
平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
に

行
商
の
届
出
を
し
た
者
は
、
同
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
当
該
営
業
を
営
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。

Ⅰ
「
弁
当
等
人
力
販
売
業
」
の

営
業
許
可

　

営
業
許
可
は
主
た
る
営
業
地
を
管
轄

す
る
保
健
所
に
申
請
し
ま
す
。

　
「
弁
当
等
人
力
販
売
業
」
の
設
備
基

準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
場

合
は
営
業
許
可
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

・
営
業
許
可
の
有
効
期
間
は
五
年
で

す
。

・
弁
当
等
人
力
販
売
業
者
と
し
て
販
売

に
従
事
す
る
者
は
、
許
可
設
備
ご
と
に

許
可
済
証
の
交
付
申
請
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

・
許
可
済
証
を
亡
失
又
は
き
損
し
た
と

き
は
、
直
ち
に
そ
の
事
由
を
記
載
し
、

申
請
し
、
き
損
し
た
と
き
は
、
そ
の
許

可
済
証
を
添
え
、
許
可
済
証
の
再
交
付

を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
弁
当
等
人
力
販
売
業
者
と
し
て
販
売

に
従
事
す
る
者
は
、営
業
す
る
と
き
は
、

許
可
済
証
を
見
や
す
い
箇
所
に
携
行
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
二
十
七
年
度
の
食
品
衛
生
自
治

指
導
員
養
成
講
習
会
が
、
九
月
八
日

（
火
）
立
川
商
工
会
議
所
で
、
ま
た
九

月
十
一
日
（
金
）
食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー

で
そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ
、
合
わ
せ
て

百
七
名
の
方
々
が
受
講
さ
れ
ま
し
た
。

  

養
成
講
習
会
の
概
要

　

こ
の
講
習
会
は
昭
和
二
十
六
年
四
月

の
食
品
衛
生
自
治
指
導
員
制
度
創
設
に

伴
い
、
翌
昭
和
二
十
七
年
三
月
か
ら
開

始
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
初
は
数
日
間
に
わ
た
り
三
十
五
時

間
で
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ

の
後
設
置
要
綱
や
推
薦
基
準
の
改
正
等

を
経
て
、
昭
和
六
十
一
年
に
一
日
の
講

習
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
食
品
衛
生
自
治
指
導
員
に

な
ら
れ
る
方
は
各
地
域
食
協
会
長
の
推

薦
に
よ
り
、
必
ず
受
講
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
講
習
会
と
さ
れ
、
現
在
は
、
地

域
食
協
等
で
食
品
衛
生
自
治
指
導
員
の

退
任
や
転
出
等
に
よ
る
欠
員
補
充
と
指

導
活
動
の
活
性
化
を
図
る
目
的
で
毎

年
、
特
別
区
及
び
多
摩
地
区
で
開
催
し

て
い
ま
す
。

  

本
年
度
は
１
０
７
名
が
受
講

　

両
会
場
と
も
午
前
十
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で
、
指
導
活
動
に
必
要
な
知
識
の

修
得
の
た
め
、
指
導
員
の
役
割
・
衛
生

法
規
・
食
品
衛
生
学
・
現
場
簡
易
検
査

の
方
法
の
四
科
目
の
講
義
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

立
川
会
場
で
は
二
十
七
名
の
方
が
、

ま
た
食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー
会
場
で
は

八
十
名
の
方
が
受
講
さ
れ
、
講
習
会
終

了
後
、
受
講
者
に
は
修
了
証
が
交
付
さ

れ
ま
し
た
。

 

先
輩
自
治
指
導
員
は
指
導
・
助
言
を

　

す
で
に
自
治
指
導
員
と
し
て
活
躍
さ

れ
て
い
る
方
々
は
、
今
後
、
新
た
な
食

品
衛
生
自
治
指
導
員
が
委
嘱
さ
れ
た
際

に
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
基
に
、
活

動
に
当
た
っ
て
の
指
導
・
助
言
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
食
品
衛
生
自
治
指
導
員
の
皆

様
に
は
、
更
な
る
食
品
衛
生
の
自
主
管

理
体
制
の
確
立
に
向
け
て
、
一
層
の
巡

回
指
導
活
動
を
展
開
し
て
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
改
め
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
た
に
１
０
７
人
を
養
成

食
品
衛
生
自
治
指
導
員
養
成
講
習
会
開
く

食品衛生センターで開かれた講習会（９月 11 日）

Ⅱ
「
弁
当
等
人
力
販
売
業
」
の

基
準
の
概
要

　

基
準
は
大
き
く
分
け
て
設
備
と
取
扱

い
と
に
分
か
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
基
準

の
全
て
を
順
守
す
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。

　

表
２
に
そ
の
主
な
事
項
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
最
寄
り
の
保
健
所

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

Ⅲ
菓
子
等
の
行
商
に
つ
い
て

　

弁
当
類
及
び
そ
う
菜
類
に
つ
い
て
は

「
弁
当
等
人
力
販
売
業
」
の
営
業
許
可

が
必
要
に
な
り
ま
し
た
が
、
菓
子
、
ア

イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
、
魚
介
類
（
生
き
て

い
る
も
の
を
除
く
。）
及
び
そ
の
加
工

品
、
豆
腐
及
び
そ
の
加
工
品
の
行
商
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
保
健
所
に

行
商
届
を
提
出
す
る
こ
と
で
営
業
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

表１　主な変更点

変更事項 【旧】
行商（弁当類及びそう菜類）

　【新】
　弁当等人力販売業

制　　度 届出制 許可制

設備要件 なし あり（保冷容器や温度計等）

食品衛生責任者の設置 設置義務なし 許可設備ごとに販売に従事
する者

表２「弁当等人力販売業」の基準（主なもの）
１設備の基準

運搬用具
・人力により移動できる機能を有し、清掃しやすい構造であること。
・運搬容器、温度計及び消毒用薬品を入れた容器を収容することが
   できるものであること。

運搬容器

・取扱数量に応じた十分な容量があること。
・直射日光を遮るよう、遮光性を有すること。
・断熱材を使用する等、外気温や道路の照り返しなどの影響を受けな
   い構造のものであること。

・運搬容器内は、金属、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、かつ
   容易に洗浄のできる構造であること。

・完全に密閉できる蓋を有すること。

温度計 ・運搬容器内の見やすい箇所に、温度計を備えること。

手指の消毒設備
・手指を消毒するため、消毒用薬品を入れた容器を使用に便利な箇所
   に備えること。

２取扱方法等の基準

・弁当類及びそう菜類の行商に際して食品の調理又は加工をしてはならない。
・運搬容器は、洗浄及び消毒又は殺菌を行い、常に清潔に保つこと。
・運搬用具及び容器を使用しない場合は、所定の場所に衛生的に保管すること。
・ 食品の運搬、販売等の各過程において、保存の温度及び時間については、当該食品の特性、
   消費期限又は賞味期限、製造加工の方法、保存方法、包装形態等に応じて適正に管理す
   ること。

・衛生管理が不適当なため、又は売れ残ったために飲食に供することができなくなった食
   品は、販売がされることのないよう、速やかに処理すること。

・長時間不適切な温度で販売し、又は直射日光にさらすことのないよう衛生管理に注意す
   ること。

・運搬容器から食品を取り出して、陳列して販売しないこと。
・運搬容器の蓋の開閉は最小限にとどめ、適宜保冷剤を使用するなど、温度管理に留意す
   ること。

・食品の収納に当たっては、十分放冷した後に収納すること。
・運搬容器内では、相互汚染が生じない方法で保存すること。
・容器包装に入れられた食品は、仕入れた状態のまま販売すること。
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生
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

◉
年
次
別
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
発
生

状
況
（
図
１
）

　

平
成
十
年
か
ら
本
年
九
月
十
五
日
ま
で

の
、都
内
で
発
生
し
た
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス（
平

成
十
四
年
以
前
に
つ
い
て
は
、
小
型
球
形

ウ
イ
ル
ス
）
に
よ
る
食
中
毒
の
発
生
状
況

に
つ
い
て
図
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
に
は

増
加
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
発
生
件
数
は

平
成
二
十
二
年
に
は
過
去
最
多
の
六
十
八

件
、
次
い
で
平
成
二
十
四
年
に
五
十
九
件

で
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
二
十
五
年
及
び

二
十
六
年
に
は
減
少
し
ま
し
た
が
、
本
年

に
な
っ
て
急
激
に
増
加
し
て
、
九
月
十
五

日
ま
で
に
四
十
八
件
発
生
し
て
お
り
、
こ

れ
か
ら
多
発
期
を
迎
え
る
前
に
、
昨
年
及

び
一
昨
年
の
発
生
件
数
を
大
き
く
超
え
て

し
ま
い
ま
し
た
。

◉
月
別
・
病
因
物
質
別
の
食
中
毒
発
生
状

況
（
図
２
）

　

月
別
の
病
因
物
質
別
発
生
状
況
に
つ
い

て
、
過
去
十
年
分
（
平
成
十
七
年
四
月
～

　

例
年
、
十
一
月
頃
か
ら
感
染
性
胃
腸
炎

の
流
行
が
あ
り
、
そ
の
後
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル

ス
食
中
毒
の
多
発
期
を
迎
え
ま
す
。
今
季

に
つ
い
て
は
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
が

例
年
よ
り
早
く
、
ま
た
、
大
流
行
に
な
る

の
で
は
な
い
か
、と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
等
が
調
査

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
本
年
の
年
明
け
以
降

の
感
染
性
胃
腸
炎
の
患
者
か
ら
、
こ
れ
ま

で
免
疫
の
な
い
新
た
な
タ
イ
プ
の
ノ
ロ
ウ

イ
ル
ス
が
多
く
検
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
す
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、《
解
説
》

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）。

　

ま
た
、
こ
の
新
型
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
、

医
療
機
関
等
で
使
用
さ
れ
て
い
る
ノ
ロ
ウ

イ
ル
ス
の
簡
易
検
査
キ
ッ
ト
で
は
、
検
出

さ
れ
な
い
例
が
あ
る
と
の
報
告
も
あ
り
ま

す
の
で
、
検
便
検
査
で
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
が

陰
性
で
も
必
ず
し
も
安
心
で
き
ま
せ
ん
。

　

食
品
を
取
り
扱
う
皆
様
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
、

基
本
的
な
対
策
を
確
実
に
実
行
す
る
こ
と

で
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
の
発

平
成
二
十
七
年
三
月
）
の
平
均
発
生
件
数

を
図
示
し
ま
し
た
。

　

四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
は
、
細
菌
性
の

食
中
毒
、
十
一
月
か
ら
三
月
ま
で
は
ウ
イ

ル
ス
性
の
食
中
毒
の
発
生
件
数
が
優
位
と

な
っ
て
お
り
、
季
節
に
よ
っ
て
二
極
化
し

て
い
ま
す
。

　

特
に
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
等
の
ウ
イ
ル
ス
性

の
食
中
毒
は
、十
一
月
か
ら
増
加
し
始
め
、

十
二
月
及
び
一
月
に
最
多
発
生
す
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
今
シ
ー
ズ
ン
に
つ
い
て
は
、

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
の
発
生
時
期
が
早

ま
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

◉
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
の
発
生
要
因
に

つ
い
て
（
図
３
）

　

最
近
五
年
間
（
平
成
二
十
二
年
か
ら
二

十
六
年
ま
で
）
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒

の
発
生
要
因
の
割
合
に
つ
い
て
図
示
し
ま

し
た
。

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
の
発
生

要
因
に
は
、
二
枚
貝
の
関
与
が
強
く
、
生

新
型
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
大
流
行
の
お
そ
れ

国
立
感
染
症
研
究
所
が
注
視

　

お
う
吐
物
・
ふ
ん
便
の
適
切
な

　

処
理
方
法

　

お
う
吐
物
や
ふ
ん
便
を
処
理
す
る
人
自

身
が
感
染
し
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
が
残
ら
な
い
よ
う
に
、
確
実
に

消
毒
を
し
ま
し
ょ
う
。

①
処
理
す
る
人
以
外
は
近
づ
か
な
い
よ
う

に
し
ま
す
。

②
処
理
す
る
人
は
手
袋
と
マ
ス
ク
、
エ
プ

ロ
ン
等
を
着
用
し
ま
す
。

③
汚
物
（
お
う
吐
物
・
ふ
ん
便
）
は
、
布

や
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
で
外
側
か
ら
内
側

に
向
け
て
、
汚
れ
た
面
を
折
り
込
み
な
が

ら
静
か
に
ぬ
ぐ
い
取
り
ま
す
。

④
使
用
し
た
布
や
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等

は
、
す
ぐ
に
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
、
処
分

し
ま
す
。

⑤
汚
物
が
付
着
し
て
い
た
床
と
そ
の
周
囲

を
〇
・
一
％
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を

し
み
こ
ま
せ
た
布
や
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等

で
覆
う
か
、
浸
す
よ
う
に
ふ
き
ま
す
。

⑥
使
用
し
た
着
衣
は
、
廃
棄
が
望
ま
し
い

で
す
が
、
再
使
用
す
る
場
合
は
、
適
切
に

消
毒
後
、
他
の
衣
類
と
区
別
し
て
洗
濯
し

ま
す
。

⑦
手
袋
は
、
付
着
し
た
汚
物
が
飛
び
散
ら

な
い
よ
う
、
表
面
を
包
み
込
む
よ
う
に
裏

返
し
て
外
し
ま
す
。
手
袋
は
、
使
っ
た
布

や
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
と
同
じ
よ
う
に
ビ

ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
、
処
分
し
ま
す
。

⑧
最
後
に
、
石
け
ん
を
使
用
し
て
、
十
分

に
手
洗
い
を
行
い
ま
す
。

　

家
庭
に
お
け
る
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス

　

感
染
予
防
対
策
に
つ
い
て

　

家
庭
で
の
調
理
に
お
い
て
も
、
お
店
で

の
食
中
毒
予
防
と
同
様
に
対
応
し
ま
し
ょ

う
。

　

ま
た
、
家
族
が
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染

し
た
場
合
に
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て

適
切
に
対
応
し
ま
し
ょ
う
。

①
適
切
な
手
洗
い
を
行
い
ま
す
。

②
手
洗
い
後
に
使
用
す
る
タ
オ
ル
は
共
用

せ
ず
、個
人
ご
と
に
専
用
と
す
る
か
、ペ
ー

パ
ー
タ
オ
ル
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

③
家
族
が
下
痢
、お
う
吐
を
し
た
と
き
は
、

感
染
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
（
お
う
吐
物
・
ふ
ん
便
の
適
切
な
処
理

の
方
法
は
、
別
掲
の
と
お
り
で
す
）。

④
汚
物
が
衣
類
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
ら
、

衣
類
を
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
に
入
れ
、
周
囲
を

汚
染
し
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。八
十
五
℃
、

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
基
本
情
報

◇
特
徴

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
食
中
毒
や
感
染
症
の

原
因
に
な
る
ウ
イ
ル
ス
で
、
特
に
、
冬
季

を
中
心
に
、
一
年
中
発
生
し
て
い
ま
す
。

感
染
力
が
非
常
に
強
く
、
百
個
以
下
の
少

量
で
人
に
感
染
し
、
人
の
腸
管
内
で
ウ
イ

ル
ス
が
増
え
ま
す
。
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
排

出
は
、
感
染
後
、
一
週
間
程
度
続
き
ま
す
。

◇
症
状

　

感
染
後
、
二
十
四
時
間
か
ら
四
十
八
時

間
で
、
吐
き
気
、
お
う
吐
、
下
痢
、
発
熱

等
の
症
状
が
現
れ
ま
す
。
通
常
、
三
日
間

以
内
に
回
復
し
ま
す
。

　

な
お
、
子
供
や
高
齢
者
は
、
症
状
が
重

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
下
痢
や
お
う

吐
で
脱
水
症
状
に
な
り
ま
す
の
で
、
水
分

と
栄
養
の
補
給
が
必
要
で
す
。
症
状
が
ひ

ど
い
場
合
に
は
、
医
療
機
関
で
輸
液
を
行

う
な
ど
の
治
療
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

◇
主
な
感
染
経
路

感
染
経
路
①
（
食
中
毒
）

　

ふ
ん
便
中
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
が
河
川
を

経
て
海
に
流
れ
、二
枚
貝
に
蓄
積
し
ま
す
。

こ
れ
を
生
や
加
熱
不
足
で
食
べ
る
と
食
中

毒
に
な
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

感
染
経
路
②
（
食
中
毒
）

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
人
が
ト
イ

レ
の
後
な
ど
に
十
分
に
手
を
洗
わ
ず
に
食

品
を
調
理
し
た
場
合
、
食
品
が
ウ
イ
ル
ス

に
汚
染
さ
れ
、
こ
の
食
品
を
食
べ
る
と
感

染
し
ま
す
。

感
染
経
路
③
（
食
中
毒
で
は
な
い
）

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
含
む
ふ
ん
便
や
お
う

吐
物
を
処
理
し
た
際
な
ど
に
、
手
に
つ
い

た
ウ
イ
ル
ス
や
不
適
切
な
処
理
で
残
っ
た

ウ
イ
ル
ス
が
、
口
か
ら
取
り
込
ま
れ
て
感

染
し
ま
す
。

一
分
以
上
、
熱
湯
消
毒
す
る
か
、
〇
・
〇

二
％
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
塩
素
系

漂
白
剤
）
で
消
毒
し
ま
す
。

　

消
毒
し
た
後
、
他
の
衣
類
と
分
け
て
、

最
後
に
洗
濯
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
下
痢
を
し
て
い
る
人
の
入
浴
は
一
番
最

後
に
し
、
風
呂
の
湯
に
つ
か
る
前
に
、
ま

ず
お
し
り
を
よ
く
洗
い
ま
す
。
風
呂
の
水

は
毎
日
換
え
て
、
浴
槽
、
床
、
洗
面
器
、

い
す
等
も
清
潔
に
掃
除
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

使
っ
た
タ
オ
ル
や
バ
ス
タ
オ
ル
を
他
の

家
族
が
使
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

カ
キ
を
原
因
食
と
し
た
ケ
ー
ス
が
報
告
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
で
は
調
理
従
事

者
由
来
と
さ
れ
る
事
例
が
約
七
割
を
占
め

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
下
痢
な
ど
の
症
状

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
調
理
作
業
に
従

事
し
た
り
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て

も
発
症
し
な
い
「
不
顕
性
感
染
」
し
た
調

理
従
事
者
が
、
手
洗
い
等
の
不
良
で
、
食

品
を
汚
染
し
て
食
中
毒
に
至
る
事
例
が
増

え
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
の
防
止
対
策

◉
日
頃
か
ら
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
に

努
め
る
。

　

調
理
従
事
者
は
、
手
洗
い
の
徹
底
と
と

も
に
、
自
ら
が
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し

な
い
よ
う
、
日
頃
か
ら
食
生
活
を
は
じ
め

と
し
た
感
染
防
止
対
策
に
取
り
組
み
ま

し
ょ
う
。

◉
下
痢
な
ど
の
症
状
が
あ
る
場
合
は
、
調

理
作
業
に
従
事
し
な
い

　

吐
き
気
、
お
う
吐
、
下
痢
な
ど
の
症
状

が
あ
る
場
合
に
は
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
な
ど

食
中
毒
を
引
き
起
こ
す
病
原
体
に
感
染
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
下
痢
な
ど

の
症
状
が
あ
る
場
合
に
は
、
調
理
作
業
に

は
従
事
し
な
い
で
下
さ
い
。

◉
従
事
者
の
感
染
予
防

①
食
生
活
で
は
、
二
枚
貝
の
生
食
に
注
意

し
、
外
出
後
の
手
洗
い
を
徹
底
す
る
。

②
食
器
類
が
お
う
吐
物
で
汚
染
さ
れ
た
場

合
は
、
調
理
場
の
外
で
消
毒
し
て
か
ら
調

理
場
へ
戻
す
。

③
お
店
の
ト
イ
レ
等
を
掃
除
す
る
際
に

は
、
感
染
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る

（
お
う
吐
物
・
ふ
ん
便
の
適
切
な
処
理
の

方
法
は
、
別
掲
の
と
お
り
で
す
）。

④
家
庭
に
お
け
る
調
理
の
際
や
、
家
族
が

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
場
合
に
も
従

事
者
自
身
が
感
染
し
な
い
よ
う
注
意
し
ま

し
ょ
う（
具
体
的
な
感
染
予
防
の
方
法
は
、

別
掲
の
と
お
り
で
す
）。

◉
調
理
場
等
で
の
対
策

①
手
洗
い
は
食
中
毒
予
防
の
基
本
で
す
。

石
け
ん
を
使
い
、十
分
に
こ
す
り
洗
い
し
、

水
で
洗
い
流
す
こ
と
に
よ
り
、
ウ
イ
ル
ス

は
大
幅
に
減
少
し
ま
す
。こ
す
り
洗
い
は
、

三
〇
秒
間
を
目
安
に
二
回
行
い
ま
す
。

②
食
品
の
盛
付
け
作
業
時
に
は
、
使
い
捨

て
手
袋
を
使
用
し
、
適
宜
、
交
換
す
る
。

③
二
枚
貝
（
カ
キ
、
ア
サ
リ
、
シ
ジ
ミ
等
）

な
ど
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
汚
染
の
お
そ
れ
が

あ
る
食
品
は
、
八
十
五
～
九
十
℃
で
九
十

秒
間
以
上
加
熱
す
る
。

④
二
枚
貝
の
調
理
に
使
用
し
た
調
理
器

具
、
シ
ン
ク
等
は
十
分
に
洗
浄
し
、
熱
湯

で
十
分
に
殺
菌
す
る
か
、
〇
・
〇
二
％
の

次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
消
毒
し
て
か

ら
他
の
食
品
の
調
理
に
使
用
す
る
。

　
　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
、冬
季
に
多
発
す
る
感
染
性
胃
腸
炎
の
主
要
な
病
原
体
で
す
。

　
　

こ
の
ウ
イ
ル
ス
に
は
五
つ
の
遺
伝
子
群
が
あ
り
、ヒ
ト
に
感
染
す
る
の
は
Ｇ
Ⅰ
、

　
　

Ⅱ
、
Ⅳ
で
す
。
さ
ら
に
、
Ｇ
Ⅰ
は
九
種
類
、
Ｇ
Ⅱ
は
二
十
二
種
類
の
遺
伝
子
型

に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
伝
子
型
は
抗
原
性
も
互
い
に
異
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
の
主
流
は
「
Ｇ
Ⅱ･

四
」
と
い
う
タ
イ
プ
の

遺
伝
子
型
で
し
た
が
、
今
年
に
な
っ
て
「
Ｇ
Ⅱ･

十
七
」
と
い
う
遺
伝
子
型
が
急
激

に
増
え
、
詳
し
い
検
査
の
結
果
、
さ
ら
に
一
部
の
遺
伝
子
が
変
異
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。

　

遺
伝
子
の
変
異
に
よ
っ
て
新
た
な
タ
イ
プ
の
ウ
イ
ル
ス
が
出
現
し
て
く
る
と
、
ヒ

ト
が
そ
れ
ま
で
に
獲
得
し
た
免
疫
が
役
に
立
た
な
く
な
る
た
め
、
こ
れ
に
感
染
す
る

人
が
増
え
、
大
流
行
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

解説

図１　年次別のノロウイルス食中毒発生状況

図２　月別・病因物質別の食中毒発生状況（10 年間平均）

図３　ノロウイルス食中毒の発生要因について（５年間）


